
 

「巧妙化・複雑化するサイバー攻撃への対策の在り方に関する検討会」開催要綱（案） 

１ 目的 

情報通信ネットワークは、国民生活や経済社会に不可欠な重要インフラであると同時

に、サイバー攻撃が飛び交うサイバー空間のインフラそのものであり、そのインフラを

担う電気通信事業者がサイバーセキュリティの確保のために果たすべき役割は大きい。 

特に近年、ランサムウェア攻撃等のサイバー攻撃の巧妙化や、攻撃インフラの複雑化

が進展しており、こうした脅威に対し、一層実効的な対策を講じていくことが安全・安

心なサイバー空間の実現に当たって重要な課題となっている。 

そこで、電気通信事業者をはじめとした関係主体がサイバーセキュリティの確保のた

めに講じる対策の在り方について検討することを目的として、「巧妙化・複雑化するサイ

バー攻撃への対策の在り方に関する検討会」を開催する。 

 

２ 名称 

本検討会は、「巧妙化・複雑化するサイバー攻撃への対策の在り方に関する検討会」と

称する。 

 

３ 主な検討事項 

（１）巧妙化・複雑化するサイバー攻撃への実効的な対策について 

（２）サイバー攻撃対策における関係主体の連携について 

（３）その他 

 

４ 構成及び運営 

（１）本検討会は、サイバーセキュリティ統括官及び総合通信基盤局長の検討会として

開催する。 

（２）本検討会の構成員は、別紙のとおりとする。 

（３）本検討会には、座長及び座長代理を置く。 

（４）座長は、構成員による互選とし、座長代理は座長が指名する。 

（５）座長は、本検討会を招集し、主宰する。また、座長代理は、座長を補佐し、座長

不在のときは、座長に代わって本検討会を招集し、主宰する。 

（６）本検討会の構成員は、やむを得ない事情により出席できない場合において、代理

の者を指名し、出席させることができる。 

（７）座長は、必要に応じ、臨時構成員を指名又はオブザーバを招へいすることができ

る。 

（８）座長は、必要に応じ、外部の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 

（９）座長は、検討を促進するため、必要に応じ、ワーキンググループを開催すること

ができる。 

（10）ワーキンググループの主査は、座長が指名する。 

（11）構成員は、本検討会における情報の取扱いに関して、次の事項を遵守する。 

①構成員は、本検討会で知り得た非公開の情報について、厳に秘密を保持するもの

とし、総務省の書面による承諾なくして、第三者に開示しないこと。また、構成

員を辞した後も同様とすること。 

②構成員は、本検討会で知り得た非公開情報に基づく活動を行わないこと。 

（12）その他、本検討会の運営に必要な事項は、座長が定める。 
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５ 議事・資料等の扱い 

会合資料及び議事要旨については、原則として、総務省ウェブサイトにおいて公表す

る。ただし、会議の議事については、個別のサイバーセキュリティ対策に係る情報等を

取り扱う可能性があり、当事者又は第三者の利益を害するおそれがあることから、原則

として非公開とする。 

 

６ スケジュール 

本検討会は、令和８年５月から開催する。 

 

７ その他 

本検討会の庶務は、サイバーセキュリティ統括官室が、総合通信基盤局電気通信事業

部利用環境課の協力を得て行う。 

  



 

「巧妙化・複雑化するサイバー攻撃への対策の在り方に関する検討会」構成員名簿 

(敬称略、五十音順) 
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    一般社団法人 ICT-ISAC 顧問、 
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 サイバーセキュリティ研究所 主管研究員 
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※ その他、議題に応じて、座長は臨時構成員を指名 

 

（別紙） 


